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『小学校学習指導要領解説－特別活動編－』において、『（１）学級や学校の生活づくり』では、「集団討議による集団

目標の 集団決定 」を行い、『（２）日常の生活や学習への適応及び健康安全』では、「集団思考を生かした個人目標

の 自己決定 」を行うことが示されています。ここでは、小学校４年生の（２）「エ 清掃などの当番活動等の役割と働くこ

との意義の理解」を例に、個人で目標を決定する過程を紹介します。

１ 事前の活動

課 題 の 確 認 ○年間指導計画に基づいて内容を決定し、

掃除当番の活動状況を確認する。

共通の問題の設定 ○計画委員を招集し、掃除当番の

状況のよい点や改善点を検討する。

題 材 の 決 定 ○題材名：『掃除を当番で行うよさ（意義）について考えよう』

計 画 の 作 成 ○担任と計画委員で、学級の児童が真剣に考えら

れるような提示資料を考え、準備する。

問題の意識化 ○計画委員は、短学活で内容（掃除当番の状況）を説明し、アンケートを実施する。

２ 本時の活動

＜ねらい＞掃除当番の活動を見直すことを通して、当番活動の意義を理解し、みんなのために進んで掃除をしよう

うとする態度を養う。

■問題の状況や原因の ●計画委員が、掃除当番の状況を提示する。

把握をする ●計画委員が問題を提示し、問題の原因をみんなで考える。

なぜ､掃除当番がうまくいっていな

いのだろうか？

■解決や対処の仕方な ●問題の解決策をグループなどで話し合う。

どについて共に考える
どうしたら､当番活動のよさを生かして掃除ができるか考えよう。

●話し合ったことを発表し合う。

＜教師は、当番活動の意義を

理解して話し合われているかを判

断し、自己決定に向けて補足する＞

■自分としての解決方法 ●一人一人が自分の掃除における当番活動

などを自己決定する を振り返り、今後どのように取り組んでいくの

か、 自己決定 する。

３ 事後の活動

○子どもたちは、自己決定したことを基に、個人として努力し、目標の実現を目指す。

○計画委員は、努力の成果について振り返り、教師とともに活動を評価する。
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学 級 活 動 の 充 実 ～ 活 動 内 容 の 特 質 を 踏 ま え て ～

どうしたら、みんなが掃除当番の活動を見直
すことができると思いますか？

掃除当番を毎日どのように行っ
ているか、アンケートをとるといい
と思います。

掃除場所に早く来た人から、やり
たい仕事をやっているからだと思
います。

(2)を扱う際も、中学年からは計画委員
を輪番で位置付け、計画委員と一緒に活動
計画づくりをしましょう。

みんなの問題かつ
自分の問題として
切実感をもたせま
しょう。

一人一人が当番
活動に対する目標
を立てられるよう
な話合い活動にす
るために、教師が
意図的に各グルー
プに入って助言し
ましょう。

当番表を書いて貼っておけば、それ
を見て掃除をするんじゃないかな。

それを見て、まず自分がやるべき
ことをしっかりやれば、掃除も早く
きれいに終わるんじゃない。

よし！ぼくは、みんなのた
めに自分の分担場所を素
早くきれいするぞ。

当番活動の「よさ」を考えて、
自分なりの目標が見付かりま
したか。
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生涯学習係

7 月 7 日（火）にＰＴＡなど社会教育関係者と学校教育関係者が一堂に会し「人権教育（社会教育）指導者研修会及

び生徒指導主事・主任会議」を開催しました。講演やパネルディスカッションをとおして、喫緊の課題である「インターネッ

トや携帯電話に潜む危険や人権侵害」について学ぶとともに、子どもたちを守るための家庭・地域・学校の役割について

確認し合いました。

インターネット（ゲームサイト・ブログ・プロフ）

家庭の役割 地域の役割 学校の役割

うちの子
に限って

－インターネットや携帯電話に潜む危険や人権侵害から子どもを守る－
～人権感覚 や 自 尊感情の育 成～

不正請求

携帯電話やインターネットについ

て、保護者自身が最終的な責任は自

分にあることを自覚し、危険を回避

させる行動をとることが大切です。

●携帯電話は、子どもにとって本当に

必要なものなのかを、親子や保護者同

士で十分話し合う。

●やむを得ず持たせなければならない

場合は、「食事中は使わない」「部屋

には持って行かない」「充電器は居間

に置く」「９時以降使わない」など、

具体的で実効性のある『我が家のルー

ル』を親子で一緒に作り、携帯電話を

持っている友達と宣言し合わせる。

地域の人々が、悪意を持った
大人を子どもたちに近づけさせ
ない「人間フィルタリング」と
なることが大切です。

●日頃から挨拶を交わし、地域ぐ

るみで子どもを温かく見守り育て

る気運を醸成する。

●大人と子どもが地域の行事など

に積極的に参加し、地域のつなが

りを強化する。

情報モラル教育を一層充実

することが大切です。

フィルタリング機能が

あっても、子どもたちは

携帯電話等で俗悪なサイ

トに簡単に接続し犯罪に

巻き込まれたり、ブログ

やプロフに安易に誹謗中

傷の書き込みをして人権

を侵害したりしてしまう

危険にさらされていま

す。

家庭や地域、学校で子どもたちが五感をフルに使った体験を多く積ませることが大切です。

人権感覚や自尊感情を育て、人権侵害に関係したり、犯罪に巻き込まれたりしない強い人間の

下地を作ることが大切です。

●手、鼻、口、目、耳を使って、自然や友達とふれ合う体験をとおして、人間としての強さを磨き、携帯電話やイ

ンターネットによるコミュニケーションにおいても、相手の気持ちや心の痛みを推し量れるようにする。

●誰にでもあるよい点を認め伸ばすことにより、自尊感情を育てる。

●いじめを許さない環境づくりを進めるとともに、自分と違う考えも認め合えるような人間関係を構築する。

●携帯電話やインターネットの

利用状況に関する子どもの実態

を把握する。

●学校としての方針を決定し、

毅然とした態度で指導する。

●各教科等の年間指導計画に情

報モラル教育を位置付け、内容

を確実に実施する。

●教職員による研修を実施し共

通理解を図る。

●講演会を実施するなど、保護

者や地域への啓発に努める。


